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横須賀市個人情報保護条例                    資料４ 

第 1章 総則 第 1条(目的) 

第 2 条(定義) 

第 3 条(実施機関等の責務) 

第 4 条(事業者の責務) 

第 5 条(市民の役割) 

第 2 章 実施機関における 

個人情報の取扱い 

第 6条(基本的制限) 

第 7 条(個人情報取扱事務の届出)  ⇒施行条例 

第 8条(収集の制限) 

第 9 条(利用及び提供の制限) 

第 9 条の 2(保有特定個人情報の利用及び提供の制限)⇒番号法読替 

第 10条(保有個人情報の外部提供を受ける者に対する措置要求) 

第 11 条(適正な維持管理) 

第 12 条(オンライン結合による提供) 

第 13 条(委託に伴う措置) 

第 14 条(受託者等の責務) 

第 14 条の 2(事務の委託の届出) 

第 14 条の 3(届出事項の閲覧) 

第 3 章 開示、訂正及び利用停止 第 1節 開示 

第 15 条(開示請求権) 

第 15 条の 2(開示請求の手続) 

第 15 条の 3(保有個人情報の開示義務) 

第 15 条の 4(部分開示) 

第 15 条の 5(裁量的開示) 

第 15 条の 6(保有個人情報の存否に関する情報) 

第 15 条の 7(開示請求に対する決定) 

第 15 条の 8(開示決定等の期限)  ⇒施行条例 

第 15条の 9(開示決定等の期限の特例)  ⇒施行条例 

第 15条の 10(開示をしない決定に係る理由付記等) 

第 15 条の 11(事案の移送) 

第 15 条の 12(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 

第 15 条の 13(開示の実施) 

第 15 条の 14(開示の実施の延長) 

第 16 条(開示請求の特例) 

第 17 条(費用負担)  ⇒施行条例 

第 18条(他の法令等との調整) 

 第 2節 訂正 

第 19 条(訂正請求権) 

第 19 条の 2(訂正請求の手続き) 

第 19 条の 3(保有個人情報の訂正義務) 

第 19 条の 4(訂正請求に対する決定) 
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第 19条の 5(訂正決定等の期限)  ⇒施行条例 

第 19条の 6(訂正決定等の期限の特例)  ⇒施行条例 

第 19条の 7(訂正をしない決定に係る理由付記) 

第 19 条の 8(事案の移送) 

第 20 条(保有個人情報の提供先への通知) 

 第 3節 利用停止 

第 21条(利用停止請求権) 

第 21 条の 2(利用停止請求の手続) 

第 21 条の 3(保有個人情報の利用停止義務) 

第 21 条の 4(利用停止請求に対する決定) 

第 21 条の 5(利用停止決定等の期限)  ⇒施行条例 

第 21条の 6(利用停止をしない決定に係る理由付記) 

第 4 章 審査請求 第 1節 諮問等 

第 22条(審査請求) 

第 22 条の 2(審査会への諮問)  ⇒施行条例 

第 23条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 

第 2 節 個人情報保護審査会 

第 24条(審査会)  ⇒情報公開条例 

第 3節 審査会の調査権限等 

第 24条の 2(審査会の調査権限等)  ⇒施行条例 

第 24条の 3(口頭意見陳述) 

第 24 条の 4(委員による調査手続) 

第 24 条の 5(意見書等の提出) 

第24条の6(調査審議手続の非公開)

第 24条の 7(答申書の送付等) 

第 24 条の 8(委任) 

  ⇒情報公開条例 

 

第 5章 個人情報保護運営審議会 第 25条 ⇒施行条例 

第6章 指定管理者等における個人 

情報の取扱い 

第 26条(指定管理者における個人情報の取扱い)  

第 26 条の 2(出資法人等の責務) 

第 26 条の 3(助言) 

第 27 条(事業者に対する啓発)  

第 7 章 雑則 第 28 条(適用除外) 

第 28 条の 2(事実の公表) 

第 29 条(苦情の処理) 

第 30 条(運用状況の公表)  ⇒施行条例 

第 31条(その他の事項)  ⇒施行条例 

第 8章 罰則 第 32 条(罰則) 

第 33 条 

第 34 条 

第 35 条 

第 36 条(両罰規定) 

第 37 条(区域外適用) 

 


